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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
第
百
九
十
二
回
臨
時
国
会
に
お
け
る
安
倍
総
理
の
所
信
表
明
演
説
で
の
「
世
界
一
の
大

会
に
す
る
」
と
の
発
言
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
第
百
九
十
二
回
国
会
に
お
け
る
安

倍
内
閣
総
理
大
臣
所
信
表
明
演
説
は
、
政
府
と
し
て
閣
議
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
は
、
「
二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競

技
大
会
の
準
備
及
び
運
営
に
関
す
る
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
七
日
閣
議
決

定
。
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
大
会
（
以
下
「
大
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
「
世
界
中
の
多
く
の
人
々
が
夢
と
希
望
を
分
か
ち
合
え
る
歴
史
に
残
る

大
会
に
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
つ
い
て
は
「
参
加
国
・
地
域
数
に
つ
い
て
も
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
と
の
差
が
縮
ま
る
よ
う
、
過
去
最
多
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
、
大
会
を
世
界
中
の
障
害
者
を
は
じ

め
全
て
の
人
々
に
夢
を
与
え
る
大
会
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘

一



の
よ
う
に
「
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
精
神
」
や
「
そ
れ
を
可
能
と
す
る
の
が
ス
ポ
ー
ツ
の
力
」
、
ひ
い
て

は
そ
れ
ぞ
れ
の
開
催
国
な
ど
の
歴
史
や
現
状
の
違
い
を
否
定
す
る
」
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

四
か
ら
六
ま
で
、
八
及
び
九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
に
要
す
る
経
費
」
、
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
開
催
に
要
す
る
と
政
府
が
見
積
も
る
経
費
」
、
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
経
費
」
及
び

「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
経
費
」
の
具
体
的
な
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

七
及
び
十
に
つ
い
て

国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
が
定
め
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
（
二
千
十
五
年
八
月
二
日
か
ら
有
効
）
に
お
い
て
、
「
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
を
開
催
す
る
栄
誉
と
責
任
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
都
市
に
選
定
さ
れ
た
一
つ
の
都
市
に

対
し
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
に
よ
り
委
ね
ら
れ
る
」
と
さ
れ
、
「
Ｉ
Ｏ
Ｃ
は
開
催
都
市
お
よ
び
そ
の
国
の
Ｎ
Ｏ
Ｃ
と
書
面
に
よ
る
合
意
を

交
わ
す
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競

技
大
会
組
織
委
員
会
が
、
「
大
会
の
運
営
主
体
と
し
て
、
大
会
の
計
画
、
運
営
及
び
実
行
に
責
任
を
持
ち
、
東
京
都
が
、
開

二



催
都
市
と
し
て
、
大
会
組
織
委
員
会
の
行
う
大
会
準
備
を
全
面
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と
と
も
に
、
外
国
人
受
入
れ
体
制

の
整
備
、
開
催
機
運
の
醸
成
等
に
取
り
組
む
」
と
さ
れ
、
「
国
は
、
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
の
実
現
に
向
け
て
、
各

府
省
に
分
掌
さ
れ
て
い
る
関
連
施
策
を
一
体
と
し
て
確
実
に
実
行
す
る
と
と
も
に
、
大
会
組
織
委
員
会
、
東
京
都
及
び
競
技

会
場
が
所
在
す
る
地
方
公
共
団
体
と
密
接
な
連
携
を
図
り
、
オ
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
で
の
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平

成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
基
づ
き
、
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
推

進
す
る
た
め
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
推
進
本
部
（
以
下
「
推
進
本
部
」
と
い

う
。
）
を
設
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
推
進
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
命
を
受
け
て
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
関

す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
集
中
的
な
推
進
に
関
し
内
閣
総
理
大
臣
を
助
け
る
こ
と
を
そ
の
職
務
と
す
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
担
当
大
臣
は
、
推
進
本
部
の
副
本
部
長
と
し
て
、
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る

三



こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

四


